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■ 意見集計結果 

 

 令和６年１月５日から令和６年２月５日までの間、「つくば市バリアフリーマスタープラ

ン(案)」について、意見募集を行った結果、８人から 30 件の意見の提出がありました。こ

れらの意見について、適宜要約した上、項目ごとに整理し、それに対する市の考え方を

まとめましたので、公表します。 

 

 提出方法別の人数は、以下のとおりです。 

提出方法 人数 

  直接持参             ０人 

  郵便             ０人 

  電子メール             ０人 

  ファクシミリ             ０人 

  電子申請             ８人 

     合 計             ８人 

 

 

■ 意見の概要及び意見に対する市の考え方 

 

○  策定の背景と目的（第１章） について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

 １ 

 

（１ページ） 

１－１「策定の背景と目

的」において、国における障

害者権利条約の批准につい

て触れるべきではないでし

ょうか。 

 

  １件 

 

ご意見を踏まえ、国において障害者

権利条約を締結した旨を追記します。 

 

 

○  市民アンケート調査（第２章） について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

１ 

 

単純集計値の他に世代や

居住地域に特徴も数値で出

してみることができれば、つ

くば市の現況がよりわかり

やすいのではと思います。 

 

  １件 

 

市民アンケート調査のクロス集計を

含めた各調査における詳細な結果につ

いては、必要に応じて、別途資料等を

作成することを検討していきます。 
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 ２ 

 

（13 ページ） 

文章中、「多くの人が集ま

る中心市街地ではなく」とい

う部分は無くても良いと思

います。 

 

 

  １件 

 

ご意見の記載については、中心市街

地（つくば駅周辺）ではないものの、

各地区が一定の拠点性を有しているこ

とを表現するために記載しているもの

です。 

 

 

○  まち歩き点検（第２章） について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

１ 

 

生の意見が詰め込まれた

貴重な意見や指摘、提案につ

いて、多くの市民が理解でき

る形で伝えることができれ

ば、市民のバリアフリーに対

する意識が広がると感じま

す。 

アンケート、ヒアリング調

査の結果とともに集約し、バ

リアフリーの視点を伝える

資料としてほしいです。 

 

 

１件 

 

各基礎調査の結果について、目的に

応じて適切に活用していくことを検討

することに加え、本プランを周知して

いくことによって、市民等におけるバ

リアフリー化の機運を高めていきま

す。頂いたご意見については、今後の

バリアフリー化の推進に当たっての参

考とします。 

 

 ２ 

 

（39 ページ） 

写真の解説として、「歩行

者の安全のために遊歩道へ

の自転車の侵入を防ぐため

に設置されたが、車椅子ユー

ザーは通り抜けできない。」

といった記載があれば、市民

にも伝わるのではないでし

ょうか。 

 

 

１件 

 

ご意見を踏まえ、41 ページのルート

マップ上に当該写真を追加掲載し、よ

り市民に理解いただけるよう修正しま

す。 
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○  基本理念（第３章） について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

 １ 

 

（53 ページ） 

 ３－１「基本理念」の説明

にある「一体的なバリアフリ

ー化」という表現の説明が不

足していて、具体的な説明を

加えないと意味が明確にな

らないと思います。 

 

 

  １件 

 

基本理念にある「一体的なバリアフ

リー化」については、市民や行政、事

業者といった複数の関係者におけるバ

リアフリーへの意識が高まった上で、

それぞれが一つにまとまってハード・

ソフト両面のバリアフリー化を推進し

ていくことを表現しています。 

 頂いたご意見を踏まえ、表現を一部

追加します。 

 

 

２ 

 

（53 ページ） 

当事者や家族でなくては

わからないことをすくいあ

げていく必要があると思い

ますので、３－１「基本理念」

の説明において、当事者や家

族の参画を記載するべきで

はないでしょうか。 

 

 

  １件 

 

ご意見のありました当事者やご家族

については、市民や関係団体をはじめ

とした「様々な関係者」に包含されて

いると整理しています。 

 

 

○  関連施策（第３章） について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

 １ 

 

関連施策の担当課を明記

してほしいです。 

 

  ２件 

 

各部署が横断的にバリアフリー化を

進めていく意思表示として、あえて担

当部署を未表記としています。 

 

 

２ 

 

（56 ページ） 

 関連施策５「歩道の改修時

における改善策の検討」にお

いて、実例として段差解消の

「UD ブロック」を明記してほ

しいです。 

 

 

１件 

 

関連施策は各施策における方向性の

概要を示しているため、具体的な実例

については記載していませんが、ご意

見にある UD ブロックについては、今後

のバリアフリー施策の参考とします。 
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３ 

 

（58 ページ） 

関連施策 16『「心のバリア

フリー」を育む学校教育の推

進』において、障害者への理

解について具体的に追記し

てはいかがでしょうか。 

 

 

１件 

 

つくばスタイル科における福祉教育

については、心のバリアフリーを育む

ことをねらいとして活動を行っていま

す。ここでは、ジェンダーや国籍など

多様な他者の考え方や生き方に触れる

ことを活動の指針とし、心のバリアフ

リーを育むことを幅広く扱っていると

の考え方から、対象や手段の具体的な

例示はしていませんが、頂いたご意見

については今後の参考とします。 

 

 

４ 

 

（58 ページ） 

 関連施策 18「スポーツやレ

クリエーション活用を通じ

た交流機会の創出」におい

て、地域交流センターの講座

などで障害者と健常者が共

に学ぶ機会を創出してはい

かがでしょうか。 

 

 

１件 

 

地域交流センターは「地域における

市民の交流及び生涯学習に関する活動

の支援」を目的に設置され、各地域交

流センターにおける自主事業としての

講座は全ての市民を対象としていま

す。したがいまして、関連施策におい

て対象の具体的な例示はしていません

が、頂いたご意見については今後の参

考とします。 

 

 

５ 

 

（60 ページ） 

 関連施策 23「公共施設にお

けるバリアフリー化の推進」

において、整備方針ができて

からではなく、できる前から

取り組み始めているべきで

はないでしょうか。 

 

 

１件 

 

本市の公共施設においては、すでに

必要に応じたバリアフリー化を順次進

めているところですが、この関連施策

では更なるステップアップを目的とし

ています。具体的には、施設整備の設

計段階で障害者・高齢者等の意見を取

り入れる仕組みの構築など、望ましい

バリアフリー化を推進していくための

整備方針を策定することに主眼を置い

ています。 

 

６ 

 

(60 ページ) 

関連施策 24「職員研修によ

る理解向上・意識啓発の推

進」において、知的障害者な

どは、直接交流し触れ合う中

で理解していただいた方が

良いと考えます。 

 

１件 

 

様々な障害特性に対する正しい知識

の習得・理解促進を目指し、庁内関係

部署間の連携はもとより、市内大学・

教育機関等と連携を図りながら、障害

者との交流活動を含めた職員研修の充

実に努めていきます。ご意見を踏まえ、

一部追記します。 
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７ 

 

(60 ページ) 

関連施策 24「職員研修によ

る理解向上・意識啓発の推

進」においては、特に、窓口

で相談者に直に対応する方

の正しい知識と理解の向上

を望みます。 

 

 

  １件 

 

ご意見の内容については、関連施策

24 にある「職員研修による理解向上・

意識啓発の推進」を中心とした施策に

おいて進めていきます。 

 

 

８ 

 

災害時や緊急時における

配慮対象者への対応は、人的

対応に頼らざるを得ない可

能性がありますので、身近な

支援者による手助けの必要

性への理解を深める取り組

みを推進してください。 

 

 

  １件 

 

ご意見の取り組みについては、『様

々な機会を通じて「心のバリアフリー」

を育む』とある基本方針２において、

必要に応じた検討を進めていきたいと

考えています。頂いたご意見について

は、今後のバリアフリー化の推進に当

たっての参考とします。 

 

 

○  移動等円滑化促進地区（第４章） について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

 １ 

 

（74～86 ページ） 

４－４「移動等円滑化促進

地区の設定」において、万博

記念公園駅周辺とみどりの

駅周辺を追加してほしいで

す。 

 

 

  １件 

 

移動等円滑化促進地区の設定に当た

っては、生活関連施設の集積やそこへ

の導線となる生活関連経路といった判

断材料から、優先度の高いエリアを選

定しました。万博記念公園駅周辺及び

みどりの駅周辺の追加については、都

市構造が類似する研究学園駅周辺地区

における取り組みの結果を踏まえて判

断されるものと考えています。 

 

 

○  評価・見直し（第６章） について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

 １ 

 

（113 ページ） 

評価・見直し等をする際に

は、障害者が参画した協議の

場を設けてほしいです。 

 

 

２件 

 

策定後については、「つくば市バリ

アフリーマスタープラン策定協議会」

の枠組みを基本に新たな会議体を組織

し、各関係者間の連携を図るとともに

バリアフリー化に係る取組状況を共有

していく予定です。 
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○  巻末資料 について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

 １ 

 

用語集が文字だけではわ

かりにくいので、写真や図な

どを用いてわかりやすくし

てほしいです。 

 

 

  １件 

 

ご意見を踏まえ、一部、写真等を加

えることによって、より市民にご理解

いただけるよう修正します。 

 

 

○  その他の意見 について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

 １ 

 

本プランをホームページ

に掲載する際には、テキスト

版も掲載してほしいです。 

 

 

  ２件 

 

本プランにおけるパブリックコメン

ト手続に当たっては、音声読み上げソ

フトに対応したテキストデータを掲載

することで、視覚に障害のある方等に

も読めるように対応しています。策定

後についても、より多くの方に読んで

いただけるよう、引き続きテキストデ

ータを掲載します。 

 

 

 ２ 

 

他の市町村を参考にして

福祉を充実させてほしいで

す。 

 

 

  １件 

 

福祉の充実に向けた施策、とりわけ

ご意見をいただきました障害のある方

に向けた施策は多岐にわたり、本プラ

ンにある移動に関するものを含め、ア

クセシビリティ（情報面におけるバリ

アフリー）や障害福祉サービス、医療、

教育、労働、公共施設などの各分野の

施策が相互に関連していると認識して

います。頂いたご意見については、今

後のバリアフリー化の推進に当たって

の参考とします。 

 

 

３ 

 

バリアフリー化助成やホ

テルの障害者割引など、観光

と福祉の政策もお願いした

いです。 

 

 

  １件 

 

ご意見にあった観光や住環境、公共

交通、多文化共生などといった各分野

の施策のうち、本市が取組んでいくべ

き施策については、適時適切に検討を

進めていきます。頂いたご意見につい

ては、今後のバリアフリー化の推進に

当たっての参考とします。 



7 

 

 

４ 

 

つくば市における障害者

雇用は身体障害のみですが、

知的障害や精神障害にも受

験資格枠を増やしてほしい

です。 

 

 

  １件 

 

本市の障害者を対象とした職員採用

試験においては、身体障害者のみなら

ず、知的障害者や精神障害者も受験資

格の対象としています。 

 

 

５ 

 

バリアフリー化をさらに

進めるために「バリアフリー

基本構想」を策定してほしい

です。 

 

 

  １件 

 

バリアフリー基本構想の策定につい

ては、必要に応じて検討が進められる

ものと認識しています。頂いたご意見

については、今後のバリアフリー化の

推進に当たっての参考とします。 

 

 

６ 

 

バリアフリーの大切さを

実感してもらうために、市役

所の新人職員や市長、市議会

議員、新任の部長・課長級の

幹部級職員、本プランの基本

方針に係る部署及び本プラ

ンの担当である企画経営課

の職員に対して、バリアフリ

ー化に向けた整備が必要と

される地区において、車椅子

体験を毎年実施してほしい

です。 

 

  １件 

 

本プランの基礎調査として実施した

「まち歩き点検」では、市職員を含め

た参加者が車いすを使用しながら点検

することで、車いす利用者の目線でバ

リアフリー化の必要性を検証しまし

た。この取り組みについては、障害者

への理解の増進にもつながる有意義な

取り組みであったと認識しています。

頂いたご意見については、今後のバリ

アフリー化の推進に当たっての参考と

します。 

 

 

７ 

 

障害者プランでも施設・学

校・保育所等に通う時に困る

ことの回答で、「通うのに付

き添いが必要」がかなり高い

結果が報告されていますが、

これに対する施策として、計

画ではどのように対応して

いますか。 

 

  １件 

 

通学・通所などに対する本プラン上

の整理としては、基本方針１としての

『「誰もが移動しやすいまち」の実現

に向けた整備・改良』が関連すると考

えています。頂いたご意見については、

今後のバリアフリー化の推進に当たっ

ての参考とします。 

 

 

８ 

 

庁内検討会議には様々な

部署が関わったようですが、

今後のバリアフリーにおけ

る担当や窓口について、この

マスタープランで方向を決

めてほしいです。 

 

  １件 

 

バリアフリー施策はハード・ソフト

両面において多岐に渡ることから、関

係する部署も複数となりますが、本プ

ランを推進するに当たっては、政策イ

ノベーション部企画経営課が窓口とな

ります。 
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９ 

 

銀行の ATM を利用する際、

高さが高いためタッチパネ

ルに届かず画面も見えない

ので、もっと使いやすくなっ

てほしいです。 

 

 

  １件 

 

 本プランの基本理念では、事業者も

含めた「様々な関係者」がつながるこ

との必要性を記載しています。策定後

においては、様々な関係者においてバ

リアフリー化の機運が高まるよう、本

プランの周知を進めていきます。 

 

 

 

 

 

■ 修正の内容 

 

○  策定の背景と目的（第１章） について 

修正前 修正後 

（１ページ １行目） 

国においては、           

      全ての国民が共生する～ 

 

（１ページ １行目） 

国においては、障害者権利条約を締結す

るとともに、全ての国民が共生する～ 

 

 

○  まち歩き点検（第２章） について 

修正前 修正後 

（41 ページ ⑩平砂宿舎前バス停） 

 

 
 

（41 ページ ⑩平砂宿舎前バス停） 
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○  基本理念（第３章） について 

修正前 修正後 

（53 ページ ３行目） 

～様々な関係者がしっかりとつながる

ことで               

        、初めて      

      一体的なバリアフリー化

が～ 

 

（53 ページ ３行目） 

～様々な関係者がしっかりとつながり、

それぞれのバリアフリー化に向けた意

識が高まることで、初めてハード・ソフ

ト両面における一体的なバリアフリー

化が～ 

 

 

○  関連施策（第３章） について 

修正前 修正後 

（60 ページ 関連施策 24） 

各障害を疑似体験          

     する研修を実施する～ 

 

（60 ページ 関連施策 24） 

各障害の疑似体験や、障害者との交流活

動等による研修を実施する～ 

 

 

○  生活関連施設（第４章） について 

修正前 修正後 

（79・83・86 ページ） 

 

 

 

 

79 ページ 

 
 

 

（79・83・86 ページ） 

各施設の類型について、児童を対象と

している施設が判別できるよう修正し

ました。 

 

79 ページ 
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83 ページ 

 

 

86 ページ 

 

 

83 ページ 

 

 

86 ページ 

 

 

※ パブリックコメントによるものではありませんが、つくば市バリアフリーマスタープラン 

策定協議会の意見を踏まえて修正します。 

 

○  項目順の入れ替え について 

修正前 修正後 

（93～94 ページ） 

 

 

５－１ 

（２）障害の社会モデルとは 

（３）社会的障壁とは 

 

（93～96 ページ） 

項目順を入れ替えました。 

 

５－１ 

（２）社会的障壁とは 

（３）障害の社会モデルとは 

 

※ パブリックコメントによるものではありませんが、読みやすさの観点から修正します。 
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○  表のレイアウト変更 について 

修正前 修正後 

（94 ページ） 

 

 

 

 

（94～95 ページ） 

 イラストを含めた「解消例」を追加し、

レイアウトを変更しました。 

 

 

※ パブリックコメントによるものではありませんが、つくば市バリアフリーマスタープラン 

策定協議会の意見を踏まえて修正します。 

（この修正に関連して、概要版のレイアウトも一部変更します。） 

  



12 

 

○  図の追加 について 

修正前 修正後 

記載なし （96 ページ） 

 「障害の社会モデル」について、イメ

ージ図を追加しました。 

 

 
 

※ パブリックコメントによるものではありませんが、つくば市バリアフリーマスタープラン 

策定協議会の意見を踏まえて修正します。 

 

○  巻末資料 について  ※ この項目は、すべて写真等の追加によるものです。 

修正前 修正後 

（118 ページ IC リーダー） 

 

 

 

 

 

（120 ページ IC リーダー） 
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（118 ページ エスコートゾーン） 

 

 

 

（120 ページ エスコートゾーン） 

 

 

 

 

（118 ページ グレーチング） 

 

 
 

（121 ページ グレーチング） 

 

 
 

 

（119 ページ スロープ） 

 

 
 

（122 ページ スロープ） 

 

 

 

（120 ページ 点字ブロック） 

 

 

 

（122 ページ 点字ブロック） 

 

 
 

 

（121 ページ ノンステップバス） 

 

 

 

（123 ページ ノンステップバス） 
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（121 ページ ハンプ） 

 

 

 

（124 ページ ハンプ） 

 

 

 

（121 ページ ペデストリアンデッキ） 

 

 

 

（124 ページ ペデストリアンデッキ） 

 

 

 

（122 ページ マウントアップ） 

 

 

 

（124 ページ マウントアップ） 

 

 

 

（122 ページ 優先スペース） 

 

 

 

（125 ページ 優先スペース） 

 

 

 

 


